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台湾特許審査基準の一部改訂について 

 

 今般、台湾特許庁は特許審査基準の一部（第二篇「発明特許における実体審査」の第 1

章、第 3 章、第 11 章、第 14 章及び、第五篇「無効審判」の第 1 章）を改訂し、2024 年 07 月

01日より施行することになりました。 

主な改訂点を次のとおり、ご案内申し上げます。 

記 

1. WIPO 標準 ST.26XML に準拠した配列表の提出。 

2. 新規性擬制喪失（拡大先願）に該当する事例の追加。 

3. 農薬品の関係官庁の名称変更及び、医薬品規制調和国際会議の新名称への変更。 

4. 配列表の紙媒体の提出の場合にも WIPO 標準 ST.26 XML に準拠した配列表の電子ファ

イルの提出が必要。 

5. 特許権の無効審判請求に係る利害関係人の定義の追加及び、知的財産事件審理法

（原文：智慧財産案件審理法）の改正趣旨に沿った無効審判事件と特許権侵害訴訟の関

係についての内容の修正。 

6. 法律条文に対応する文言への修正。 

 

以上 

 

（出典：台湾特許庁）                          
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